
【R3.3月分】

指定年月日 指定番号
道路の築造者の氏名及び住所
（法人にあっては、名称及び所在地）

道路の位置
道路の延長
（メートル）

道路の幅員
（メートル）

1 令和3年3月3日
福島県指令相建
第44－5号

松本　幸枝
南相馬市小高区関場二丁目41番地

福島県南相馬市原町区北原字前山
177番3、178番4、180番2

96.43 6.00～6.69

2 令和3年3月8日
福島県指令相建
第44－4号

山下　史郎
相馬市和田字下柴迫283番地の4
安達　広昭
相馬市和田字下柴迫283番地の3
今野　ヤス子
相馬市和田字下柴迫283番地の7
志賀　俊彦
南相馬市小高区大町二丁目93番地

福島県相馬市和田字下柴迫283番
13、483番26、483番29

10.91 4.17～4.39

3 令和3年3月15日
福島県指令相建
第44－7号

株式会社アスカ不動産
代表取締役　佐久間　光利
南相馬市原町区大木戸字金場9番地1

福島県南相馬市原町区陣ヶ崎471番9 56.86 6.00

【R3.3月分】

廃止年月日 廃止番号
道路の築造者の氏名及び住所
（法人にあっては、名称及び所在地）

道路の位置
指定
年月日
（当初）

指定番号
（当初）

1 令和3年3月8日
福島県指令相建
第44－4号

鈴木　キエ
相馬市和田字下柴迫301番地
今野　英朗
相馬市原釜字大津189番地3
今野　ヤス子
相馬市原釜字大津189番地3

福島県相馬市和田字下柴迫283番
14、283番18

昭和62年
12月18日

福島県
指令原建
第2212号

建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第４２条第１項第５号の規定により、道路の位置として次のとおり指定しました。

建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路を次のとおり廃止しました。


